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内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定のお知らせ 

 

 

当社は、平成 18 年 5 月 22 日開催の取締役会決議に基づき「内部統制システム構築の基本方

針」について公表いたしましたが、本日開催の取締役会において、組織変更に伴い一部改定する

ことを決議しましたのでお知らせいたします。 

（下線部は変更箇所を示しており、その他の部分につきましては変更ありません） 

 

記 

 

１． 取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する体制 

 

① 取締役、使用人が法令および定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「ナノ・メ

ディア企業行動基準」および「ナノ・メディアグループコンプライアンスプログラム」を定めま

す。また、その徹底を図るためコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンス責任者のも

とコンプライアンスの維持・向上を図るための啓蒙・教育の徹底、定期的なモニターを実施

します。 

② さらにコンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、ホットラインを設置し、

通報者の保護を徹底した内部通報制度を運用します。 

③ 社長直轄の内部監査室を置きます。その内部監査室が、内部監査規程に基づき定期的

に実施する内部監査を通じて、業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定

款および社内諸規程に準拠して適性、妥当かつ合理的に実行されているかを監査し、そ

の結果を社長（取締役会）および監査役に報告することとします。 

 

２．  取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 

① 当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が組織

分掌・権限責任規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正



に記録し、法令及び文書管理規程等に基づき、定められた期間保存し、管理します。  

② 取締役及び監査役は、いつでも必要な情報を閲覧し、入手することができる体制を構築し

ます。 

 

３．  損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

① リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、リスク管理規程を定め同規程に基づくリス

ク管理体制を構築するものとします。 

② 事業上のリスクとして、信用リスク、投資リスク、システムリスク、コンプライアンスリスク、情報

セキュリティリスク等を認識し、必要に応じて個々のリスクに対応する社内規程、マニュアル

等を整備し、定期的に見直しを行うものとします。全社的なリスクを総括的に管理する部署

は経営管理部とし、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスクについては横断的な専管

組織を設置します。 

③ 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チー

ム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害

の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることとします。 

 

４．  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役

会を月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとします。取締役

会において業務執行に関する会社の意思を決定し、かつ代表取締役および取締役の業

務執行を監督します。また、常勤取締役、常勤監査役、部門長、事業部長、経営管理部長

等によって毎週開催されるマネジメントコミティにおいて、業務執行状況の把握と問題の検

討、取締役会決議事項の事前審査等を行います。 

② 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織分掌・権限責任規程においてそれぞ

れの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めることとします。 

 

５．  当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

 

① グループ会社における業務の適正を確保するため、経営管理および内部統制に関する担

当部署を設置し、グループ会社の事業を所管する事業部門と連携し、グループ会社にお

ける内部統制の実効性を高める施策を実施するものとします。 

② グループ会社管理規程を定め、同規程に従い、当社への決裁・報告制度によるグループ

会社の経営管理を行うものとし、必要に応じモニタリングを行うものとします。 

 

 

 



６． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 

① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議

の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができることとします。 

② 取締役により指名された使用人が監査役を補助する期間中は、指名された使用人への指

揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとします。 

 

７． 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

① 監査役は、取締役会、マネジメントコミティ、その他必要と思われる重要な会議に出席し、取

締役、使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係書類を閲覧することができるものとし

ます。 

② 取締役及び使用人は当社およびグループ会社の業務又は業績に影響を与える重要な事

項について監査役に都度報告するものとします。前記に関わらず、監査役はいつでも必要

に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来ることとします。 

③ 内部通報制度による通報情報や不正事故等の事故情報についても、経営管理部門長が

社長、監査役へ報告することとします。 

④ 監査役は、社長、内部監査担当、会計監査人、グループ会社の監査役とそれぞれ情報交

換に努め、連携して当社およびグループ会社の監査の実効性を確保するものとします。 

 

以上 
 

平成 18 年 5 月 22 日制定 

平成 23 年 5 月 6 日改定 

 


